
《 進学受験費用補助について（要項）》 

（１） 受給資格・対象者 

交通遺児育英会の高校奨学生または高等専門学校奨学生で、大学・専修学校専門課

程又は各種学校に進学受験した者。および当会の大学奨学生で、大学院を受験した

者。 

    ●受験する学校は、学校教育法に基づき国・都道府県の認可を受けた学校とします。

なお、同一の高校・高等専門学校の専攻科への進学は対象外です。 

    ●給付予定日時点で奨学金交付が休止・停止または廃止のときは給付対象外です。 

（２） 補助金対象の受験料と給付額 

入学受験料・入学検定料として支払った金額。（複数の学校や学科・選抜方法を受

験した場合はその合計額）。ただし、上限を 100,000円とします。 

●願書代、振込手数料、送料・通信料、受験場への交通費などは対象外です。 

（３） 申請書類  

申請は 1 回限りとし、複数の学校・学科等を受験した場合は、受験料の領収書等を

まとめて（4）の締切日までに当会にご提出ください。 

① 進学受験費用の補助金給付願 

② 受験料・検定料の支払いを証明する書類（領収書、ネット決済完了画面など）

の写し 

受験料の支払いとして、受験学校名・学科、受験料の金額、支払日・受付日、

受験者名が記載された領収書又は上記項目がある決済完了画面の印刷でも可。

なお、領収書が受験票を兼ねている場合はそのコピーでも可。 

（４） 申請の締切と補助金給付日 

   補助金の給付は 1回限り。申請は 2月末日に締切り（申請書類の当会必着）、書類 

審査後、翌 3月 15日に奨学金の振込口座に振り込みます（15日が休業日の場合、 

翌営業日）。 

補助金の振込通知は発送しませんので、振込口座の残高をご確認ください。 

※ 入学の時期が 9月（秋入学）の学校・学科等を受験した場合も、申請書類の締 

切日、補助金振込日も同じ手続きになります。 

（５） 提出先・お問合せ先 

   〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-6-1 平河町ビル 3F 

   公益財団法人 交通遺児育英会 指導課 

電話：03-3556-0776 ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：0120-521295 

（受付時間 ： 土日祝日を除く 月～金 9:00-17：30） 


